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○東海市教育委員会が所管する公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する

規則 

平成１７年６月３０日 

教育委員会規則第４号 

改正 平成２４年３月２８日教委規則第２号 

令和元年９月３日教委規則第１号 

令和３年３月２４日教委規則第７号 

東海市教育委員会が所管する公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する規則を

ここに公布する。 

東海市教育委員会が所管する公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する規

則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、東海市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例（平

成１７年東海市条例第１５号。以下「条例」という。）第１６条において読み替え

て適用する条例第１７条の規定に基づき、東海市教育委員会（以下「教育委員会」

という。）が所管する公の施設の指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定

めるものとする。 

（応募の資格） 

第２条 条例第１６条において読み替えて適用する条例第２条第７号に規定する指定

管理者の指定を受けようとする団体の応募の資格は、次のとおりとする。 

（１） 当該団体の事務所等が愛知県内にあること。 

（２） 当該団体が破産手続開始の決定を受けて復権を得ないものに該当しないこ

と。 

（３） 当該団体が市又は他の地方公共団体から指定管理者の指定を取り消され、

その取消しの日から３年を経過しないものに該当しないこと。 

（４） 当該団体が地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４

第２項（同令第１６７条の１１第１項において準用する場合を含む。）の規定に

より一般競争入札等への参加の制限を受けていないこと。 

（５） 当該団体が国税及び地方税を滞納していないこと。 

（６） 当該団体又は当該団体の役員（法人でない団体にあっては、当該団体の代
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表者）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第２号に規定する暴力団、同条第６号に規定する暴力団員又は当該暴

力団若しくは当該暴力団員と密接な関係を有するものに該当しないこと。 

（７） その他当該団体に関し教育委員会が必要と認める応募の資格 

（申請書の様式等） 

第３条 条例第１６条において読み替えて適用する条例第３条の申請書は、別記様式

のとおりとする。 

２ 条例第１６条において読み替えて適用する条例第３条第２号の教育委員会が必要

と認める書類は、次のとおりとする。 

（１） 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類 

（２） 法人にあっては、その登記事項証明書 

（３） 指定を受けようとする公の施設の管理の業務の収支予算書 

（４） その他教育委員会が必要と認める書類 

（選定結果の通知等） 

第４条 教育委員会は、条例第１６条において読み替えて適用する条例第４条又は第

５条の規定により指定管理者の候補者を選定したときは、速やかにその結果を申請

者に通知するとともに、その概要を市の広報への掲載等の方法により公表するもの

とする。 

（指定の通知） 

第５条 教育委員会は、条例第１６条において読み替えて適用する条例第６条の規定

により指定管理者を指定したときは、速やかにその旨を申請者に通知するものとす

る。 

（協定事項） 

第６条 条例第１６条において読み替えて適用する条例第８条第２項の教育委員会が

協定で定める事項は、次のとおりとする。 

（１） 管理の業務に関する事項 

（２） 市が負担すべき管理の費用に関する事項 

（３） 管理の業務に関し保有する個人情報の保護に関する事項 

（４） 利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、利用料金

に関する事項 



3/5 

（５） 事業報告及び業務報告に関する事項 

（６） 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項 

（７） その他教育委員会が必要と認める事項 

（事業報告書の記載事項） 

第７条 条例第１６条において読み替えて適用する条例第９条の教育委員会が定める

事項は、次のとおりとする。 

（１） 管理の業務の実施状況 

（２） 利用者の利用状況 

（３） 利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、その収入

の実績 

（４） 管理経費等の収支状況 

（５） 個人情報の取扱状況 

（６） 管理の目標の達成状況 

（７） その他教育委員会が必要と認める事項 

（事故の報告） 

第８条 指定管理者は、その管理する施設又は当該施設の利用者に事故が発生したと

きは、直ちに必要な措置を講ずるとともに、その内容を教育委員会に報告しなけれ

ばならない。 

（委任） 

第９条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２４年教委規則第２号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和元年教委規則第１号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和３年教委規則第７号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
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別記様式（第３条関係） 

 


